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神奈川県後期高齢者医療広域連合 

平成２７年度第２回登録モニター懇談会 

開催日 平成２７年１２月９日(水） 午前１０時～正午 

場 所 かながわ県民センター  ３０１・１５０１会議室 

出席者 １６名（男性１４名 女性２名）（登録者数 ４２名） 

    事務局職員 １５名   講師 1名（川崎市管理栄養士） 

次 第 

《10:00》 開 会 

１ 開会のあいさつ（事務局長 榛澤俊成）  

２ 事務局出席者紹介 

３ 事務局からの説明・報告 

（１）第３次広域計画（素案）について 

（２）講義《元気で長生き！食生活》 

（３）保険料について 

（４）マイナンバーについて 

《11:00》  

４ グループでの意見交換 

（１）事務局からの説明・報告内容に関する意見等 

（２） 自由意見等  

（３） 閉  会（グループごと）《12:00》  
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○ ● ○ ●は  じ  め  に ● ○ ● ○  

平成 27 年度第２回登録モニター懇談会では、前半に、４つの内容を説明・報

告させていただきました。１つ目は「第3次広域計画（素案）」、２つ目は講義「元

気で長生き！食生活」、３つ目は「保険料」、４つ目は「マイナンバー」について

です。 

後半は、事務局の説明内容について、意見等を述べていただきました。また、

その他多くの自由意見をいただきました。 

参加された登録モニターの皆さまには貴重なご意見等をいただき、ありがとう

ございました。 

いただいたご意見等につきましては、事務局内で共有し、今後の運営に役立て

てまいります。 

※ 発言いただいた趣旨を掲載しています。 

１ 事務局からの説明内容に関する意見等 
(1) 第３次広域計画（素案）について 

●現役世代の負担が４割になるなど、若年層が減少し高齢者が増加している。今

後この水準で制度を維持できるのか。 一時は後期高齢者医療制度を廃止すると

いう話もあったが、どうなったのか。 

●広域計画（素案）の７ページの「1人あたり保険料調定額」はどう計算してい

るのか。 

モニター懇談会で出された主なご意見等（抜粋）

【事務局からの説明】 

後期高齢の被保険者の皆様のご負担も徐々に上がってきていますが、今後も

負担を分かち合いながら、現行の制度を続けていくこととしております。 

【事務局からの説明】 

定額である「均等割」と所得に応じて変わってくる「所得割」を合計し、平

均をとったものです。 
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●第２次と第３次の広域計画の違いは、どこにあるのか。 

●「資料1」 1ページの「2 第２次広域計画の振返り」の「診療報酬明細書の

点検による減点額 約14億円」の「減点額」とは何か。 

(2) 講義・健康増進事業について 

●健康増進事業に関心があるので、いい案があれば実行したい。 

●国保は健康診査のお知らせをチケットにして個人ごとに送るなどの「プッシュ

型サービス」を行っているが、後期高齢になると広報にのせるだけの「申請型」

になってしまい、市町村によって差別化されてしまう。後期高齢も国保のように

通知すべきだと思う。これからどうしていくのか、広域連合としての見解を聞か

せてほしい。 

●未病対策はないのか。 

【事務局からの説明】 

レセプトの内容を確認した結果、間違いが見つかったものについて、減点 

したものです。 

【事務局からの説明】 

未病対策も健康の保持増進のひとつとして、健康寿命を伸ばすためにも大切

なことだと考えております。 

【事務局からの説明】 

同じ制度なので、基本的に大きな違いはありません。第２次広域計画の結果

をふまえながら、第３次広域計画を作成しております。 

【事務局からの説明】 

国がモデル事業を募集していることもあり、これからは高齢者の特性をふま

えた健康増進事業をより効率的に行っていきたいと考えております。 

【事務局からの説明】 

歯科健診については広域連合で統一的に行っておりますが、健康診査は広域

連合発足以前から各市町村で行ってきたこともあり、なかなか統一が図られ

ていない状況です。受診率の向上のため、各市町村と連携を取りながら、良

い方向を見つけていきたいと考えております。 

-3-



(3）保険料について 

●保険料の負担について、高齢者と現役世代の負担割合等がバランスよく調整で 

きるとよいと思う。 

●年金から保険料を天引きする制度（特別徴収）を、見直してほしい。 

(4)マイナンバーについて 

●マイナンバーの目的がよくわからないし、情報がもれるのではないかという心 

配もある。 

●後期高齢者医療制度とマイナンバーは、どう関連するのか。後期高齢者に限定

した内容は何かあるのか。 

２ その他自由意見 

●ジェネリック医薬品のことをよく聞くが、そもそも「特許」とは何か。構造な

のか、成分なのか。20 年以上飲んでいる薬が、まだジェネリック医薬品になら

ないのはおかしい。 

●医療費の削減のために、広域連合としてジェネリック医薬品の利用促進を進め

てきたと思うが、今回の議題には入っていないのか。 

【事務局からの説明】 

マイナンバー制度は、後期高齢者に限定したものではありません。 

【事務局からの説明】 

国の施策に基づいて、保険者としてやるべきことを進めていきたいと考えて

おります。ジェネリック医薬品が普及していけばいくほど、良い面・悪い面

を含めたご意見が出てくるかと思いますのでお聞かせください。 

【事務局からの説明】 

特別徴収については、後期高齢者医療制度の円滑な運営や未納の防止、行政

コストの削減などのため行っておりますので、ご理解とご協力をお願いいた

します。

【事務局からの説明】 

皆で支えあう制度として、今までの実績をもとに調整しながら、今後も最適

な状態を探っていきたいと思います。
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●第３次広域計画に初めてレセプトの問題点について書いたのは、非常に良いこ 

とだと思う。神奈川県国保連がデータヘルス計画のデータを出してくるなど、各

組織が医療費の適正化に取り組んでいくのは非常に良いことだと思うので、これ

からも続けてほしい。 

●医療費の適正化のために、レセプトの内容について２点提案がある。 

１点目は、診察の際医師が「薬が効きましたか？」と患者に確認するよう義務づ

けること。現状では、患者に1～2分対応しただけで、「薬を出しておきますね。

異常ないですね。」と言って、それで終わりになってしまう。 

２点目は、レセプトに診察時間・診察料の内容を入れるよう義務づけること。「患

者を何分間診察すること」などと診察時間を決め、何も診察をしないまま診察料

がかかってしまうことのないようにする。 

●後期高齢者の障がい者対策が不十分である。障がいの区分ごとの対策をしっか

りと打ち出しておくことが必要。 

●これから認知症の人が増えていくと考えられるので、家族への行政の支援が必 

要になってくる。 

●「資料２」４ページの図の左側「患者負担」の１割・３割は、保険料等では足

りない分なのか。 

●保険証のサイズが大きすぎて不便。なぜ国保と同じサイズではないのか。 

●保険証の裏面に、臓器提供だけでなく延命治療についての意思表示欄があれば

いいのでは。これが医療費の抑制にもつながると思う。 

【事務局からの説明】 

現在のところは引き続きこの大きさのままで考えておりますが、貴重なご

意見として、今後参考にさせていただきます。 

【事務局からの説明】 

保険料の他、病院にかかったり薬をもらった方に、応益配分の観点から１割

あるいは３割をご負担いただいております。 

【事務局からの説明】 

保険証には、臓器移植法の定めにより臓器提供に関する意思表示欄を設けて

いますが、延命治療については、まだ社会的な合意ができていないため、記

載を見送っております。将来的に皆さんの合意がまとまり法律ができれば、

意思表示欄を設ける可能性も出てくるかと思います。 
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●医療費通知が送られてくるが、領収書を見ればわかることなので不要だと思う。 

●（厚生労働省が決めたことだが）診療報酬の改定で、医師の診療費が高くなる

のは納得いかない。 

●レセプト審査なども、広域連合の役割なのか。 

●自己負担の割合（１割、３割）について、基準の見直しをしてほしい。あまり

収入が高くないのに３割になってしまう場合もあるので、考慮してほしい。 

●広域連合とは、何なのか。 

●モニターの役割は、何なのか。 

●全体的に説明や資料に統一性がなく、わかりづらい。 

【事務局からの説明】 

皆様に医療費がどれくらいかかったかを知っていただくために、お送りして

おります。 

【事務局からの説明】 

医師や薬剤師が、適正に処理を行っているかの確認を行っております。 

【事務局からの説明】 

都道府県ごとに設けられており、後期高齢者の医療保険制度を運営していま

す。保険証の発行や病院にかかった際の医療費の負担などを行っています。

【事務局からの説明】 

広域連合の運営や今後の活動について、ご意見・ご提案等をしていただくの

が主な目的です。 
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４．モニター懇談会の風景

開会の挨拶 第３次広域計画について 

講義《元気で長生き！食生活》    マイナンバーについて  

３０１会議室 意見交換会 １５０１会議室 意見交換会 
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○●○●  ま と め ●○●○

モニターの皆さまから、「第３次広域計画」、「保険料」、「マイナンバー」等に

ついて、幅広いご意見やご質問をいただきました。事業を推進するにあたり、大

変参考になりました。そのほか医療全般に関する貴重なご意見もいただきました。 

登録モニター制度につきましては、いつも皆さまのご理解とご協力のうえに成

り立っています。今後も様々なご意見をいただきますよう、よろしくお願いしま

す。 

 次回は、平成28年6月頃の開催を予定しております。是非、奮ってご参加くだ

さいますようお願いいたします。 
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第３次広域計画素案（概要版）

１ 広域計画の趣旨・計画期間 

（１）趣旨

・広域計画は、地方自治法第 291 条の７の規定により、議会の議決を経て作成します。 

・広域連合及び構成全市町村はこの計画に基づいて事務を処理していくこととなります。 

（２）計画期間

・平成 28年度から平成 33 年度まで(６年間)

２ 第２次広域計画の振返り 

第２次広域計画上の施策事業の検証及び評価は、全体として概ね計画どおり実施できている、と

の結果になっています。 

〈主な成果〉

医療費の適正化関係 

・診療報酬明細書の点検による減点額:約 14 億円(平成 25年度) 

・後発医薬品の差額通知による効果額:約 5,637 万円(保険者負担分、平成 26 年９月～３月診療分)  

３ 現状と課題 

神奈川県の 75 歳以上の人口と医療費は今後も増加していく見込みで、平成 37 年度には後期高齢

者医療の被保険者数は平成 26 年度(90 万４千人)の 1.6 倍となる 148 万５千人、被保険者総医療費は

平成 26 年度実績額(7,815 億円)の 1.7 倍となる 1兆 3,454 億円となることが見込まれます。 
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増大する医療費に対応し、持続可能な制度としていくために、「医療費の適正化」、「健全な制度運

営」、「被保険者の健康の保持増進」に一層取組んでいく必要があります。 

４ 基本方針と施策の方向性 

 第２次広域計画の振返り及び現状と課題を踏まえて、第３次広域計画の施策の柱を(1)「医療費の

適正化」、(2)「健全な制度運営」、(3)「保健事業の推進」とします。

（１）医療費の適正化 

【基本方針】

   医療費の適正化の取組みを推進することで、年々増大していく医療費の抑制を図ります。

【施策の方向性】

〈主な取組〉

   診療報酬明細書の効果的な点検、介護保険との給付調整、療養費支給申請書等の点検、医療

費通知、後発医薬品の利用促進、重複・頻回受診者への対応など

（２）健全な制度運営 

 【基本方針】

   市町村等と連携・協力して健全で効率的な制度運営を行い、持続可能な医療保険制度として

いきます。

 【施策の方向性】

〈主な取組〉

   「県・市町村・広域連合医療保険事務改革検討協議会」等の会議や研修の活用、業務委託や

事務の電算化、業務マニュアルの更新や整備、コールセンターとの連携、登録モニター制度、

収納対策実施計画の着実な推進など

（３）保健事業の推進 

 【基本方針】 

   被保険者の健康の保持増進のために保健事業実施計画(データヘルス計画)を着実に実施しま

す。 

 【施策の方向性】 

〈主な取組〉 

   健康診査、歯科健康診査事業、重複・頻回受診者及び重複投薬者への訪問相談、健康相談、

健康教育等の実施など 
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神奈川県後期高齢者医療広域連合第 3次広域計画（素案）

に係る意見募集の結果について

○意見募集期間  平成 2７年 10月 1日（木曜日）から平成 27年 10月 30日（金曜日）

○意見提出件数  41件

○意見提出者数  16人

○意見内容の概要

分類 意見数 

保険料に関すること 8 

健康増進に関すること 7 

医療費適正化に関すること 7 

医療給付に関すること 5 

資格管理・一部負担割合に関すること 4 

広報・広聴に関すること 4 

第３次広域計画（素案）全体に関すること 1 

計画の進捗管理に関すること 1 

個人情報保護に関すること 1 

その他 3 

 〈主な意見〉

・ 現役世代が多額の保険料を払っているのに対して、高齢者が非常に小額しか払っていな

いことが問題だ。

・ 健康診査の知らせを国保のように通知して、受診率の向上に取り組むべきだと思う。

・ 医療費を減らすことは、制度運営上も後期高齢者自身にとっても健康の維持向上が最重

要事項であり、自分は粗食、町内行事への参加、ウォーキングを行っている。

・ 診療報酬明細書の点検は、是非とも進めてほしいテーマだ。

・ 診療報酬明細書等の効果的な点検及び強化して取り組む。

・ ジェネリックと明記された現物を見たことがない、シールや印刷などで薬の現物にジェ

ネリック医薬品と分かるようにするべきだと思う。
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後期高齢者医療制度の保険料について 

１．後期高齢者医療制度の保険料について 

後期高齢者医療制度は、現役世代と高齢者の皆様がともに支えあう仕組みとなっています。その

仕組み（イメージ）については、下の図のとおりとなります。 

「① 保険料」としてご負担いただく割合については、現役世代（若年者）人口の減少に伴い、

「②後期高齢者支援金」が減っていることから、制度発足当時は１０％となっていましたが、平成

２６・２７年度では１０．７３％となり、今後はさらに高くなる見込みとなっております。 

【後期高齢者医療制度の仕組み（イメージ）】 

患者負担

(１割）

(３割）
(医療機関

窓口支払分）

公費（約５割）

［国：都道府県・区市町村＝４：１：１］

①保険料

（約１割）

②後期高齢者支援金（若年者の負担分）

（約４割）

医 療 費

③保険でまかなう医療給付費

皆様に納めていただく保険料

２．保険料率の算定について 

保険料率の算定にあたりましては、２年間を一つの単位として定めることとなっており、支出と

して上の図の「③保険でまかなう医療給付費」の２年間の総額を算出し、被保険者の皆様の所得額

などを推計して、収入と支出の均衡を保つために必要な保険料率の額を算出します。その上で、皆

様のお一人お一人にご負担をいただく保険料の額を算定しているところでございます。

保険料は、被保険者の方に等しく賦課される均等割と、被保険者の方の負担能力(所得)に応じて
賦課される所得割から構成されています。

なお、神奈川県においては、被保険者の方一人当たりの所得が全国平均よりも高いため、所得割

としてご負担をいただく割合が多くなっています。 

保険料率の推移は、以下のとおりです。

＜参考＞【保険料率の推移】 

 平成２０・２１年度 平成２２・２３年度 平成２４・２５年度 平成２６・２７年度 

均 等 割 ３９，８６０円 ３９，２６０円 ４１，０９９円 ４２，５８０円 

所 得 割 ７．４５％ ７．４２％ ８．０１％ ８．３０％ 
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■平成 28 年 1 月から、マイナンバー制度が始まります。これからは、後期高齢者医療制

度の申請書・届出書等（※）にある個人番号欄に、あなたのマイナンバーを記入してく

ださい。 

■ご自身のマイナンバーは「通知カード」や「個人番号カード」、「住民票」で確認して記

入してください。 

○「通知カード」は、平成 27 年 10 月から、被保険者一人ひとりに市区町村から送付 

  されています。 

○「個人番号カード」は、申請者に、平成 28 年１月以降、市区町村の窓口で交付されま

す。 

○「住民票」は、希望すればマイナンバーが記載された「住民票」が交付されます。 

○「被保険者証」には、マイナンバーは記載されていません。

■なお、市区町村窓口にマイナンバーを記載した書類を提出する際、「通知カード」だけで

は本人確認は完了しません。記載されたマイナンバーが確かにご本人のものであるか、

また、申請者がご本人であるかの確認が必要となりますので、「通知カード」のほか「運

転免許証」や「パスポート」などの本人確認書類を持参する必要があります。 

○窓口での手続きでは、「本人の身元確認書類（運転免許証やパスポート等）」と「本 

人の番号確認書類（通知カードや住民票（マイナンバー付）等）」が必要です。 

○「個人番号カード」を取得すれば、 １枚で「本人の身元確認書類」と「本人の番号確

認書類」を兼ねますので、 複数の書類の用意は不要です。 

■マイナンバー関連のお問い合わせ 

○マイナンバー総合フリーダイヤル（内閣府・総務省） 

０１２０－９５－０１７８【無料】 

    平日 ９：30～22：00 ／ 土日祝 ９：30～17：30 

    ※12 月 29 日～１月３日は対応できません。 

※資格取得・喪失の届出、被保険者証等再交付の申請、基準収入額適用の申請、食事療養等

差額支給の申請、療養費支給の申請、特定疾病認定証交付の申請、減額認定証交付の申

請、高額療養費支給の申請、高額介護合算療養費支給の申請 など 
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